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Ⅴ．世界と伍する研究大学実現に向けた制度改正等

〇以上、Ⅰ～Ⅳで述べた方向性で、「世界と伍する研究大学」を実現するに当たっては、既存の大学制度の仕組みを改善・発展させるととも
に、大学の自由裁量を高めていく観点から、以下のような制度改正等が必要となる。実際の制度改正等の在り方については、関係府省庁で
検討を行い、本専門調査会の最終とりまとめに反映していく。

１．新たな大学制度（特定研究大学制度（仮称））の構築

〇「世界と伍する研究大学」については、既存の大学制度と異なる形で政府との関係が構築される必要があることや、その実現に向けて大
学ファンド（仮称）をはじめとした施策を一体的に進めていくことが必要であり、既存の国立大学法人制度、公立大学・公立大学法人制度、
学校法人制度の特例として、トップクラスの「世界と伍する研究大学」に特化した仕組み（特定研究大学制度（仮称））を構築することが
適当である。

〇特に国公立大学法人においては、国や地方公共団体との間の中期目標・中期計画とそれに伴う評価の仕組みについて簡素化を行うとともに、
事業成長のアウトカムへのコミットなど、数個の厳選したアウトカム指標を基調とした目標・計画・評価の仕組みとすることが必要である。

〇ステークホルダーとしての国の関与も必要であり、アドバイザリーボード（仮称）のような仕組みを設けることが必要である。（特に国立
大学についてはⅡ.5.を参照）

〇その他、新たな制度の対象となる大学（法人）に対して高度な自律性や自主裁量を与えるという観点から、当該大学（法人）の性質や関係
法令を踏まえ、例えば教育組織の新設改廃や定員設定についての国の関与や認証評価等の評価との関係について整理を進める。また、寄附
を促進する観点からの税制改正、産学連携を推進する観点からの知的財産権の取得等の促進に向けた検討も必要である。

〇また、国公立大学法人については高度な自律性や自主裁量を発揮する上での法制上の制約も存在し、例えば、以下の方向性で検討すること
が必要である。また、法令によらない通知等で実質的な規制が課されているとの指摘もあり、その見直しも同時に必要である。

・基金への積立を可能とする仕組みの創設（既存の積立金制度との関係整理含む）
・基金制度導入を踏まえた会計制度の在り方
・授業料の設定の柔軟化
・長期借り入れや大学債券の発行における要件の緩和（対象事業の拡大、償還期間の更なる長期化、リファイナンス、
償還財源の多様化等）

・大学所有資産の活用における認可の緩和
・資産運用を主目的とする子会社の設置
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世界と伍する研究大学実現に向けた制度改正等

（出典）総合科学技術・イノベーション会議 世界と伍する研究大学専門調査会「世界と伍する研究大学の在り方について（中間とりまとめ）」抜粋
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１．国公私共通の規制緩和事項
（１）認証評価の特例
（２）教育組織の新設改廃や定員設定についての国の関与や評価と

の関係

２．国立大学における規制緩和事項
（１）基金への積み立てを可能とする仕組みの創設
（２）授業料の設定の柔軟化
（３）長期借入や債券の発行要件の緩和
（４）大学所有資産の活用における認可の緩和
（５）資産運用を主目的とする子会社の設置等を可能とする出資対

象の拡大

特定研究大学（仮称）に係る規制緩和の方向性（全体像）



特定研究大学（仮称）については、その指定や
評価のプロセスにおいて、当該大学の教育研究
活動等の状況や当該大学が教育研究活動等の
改善を継続的に行う仕組み（内部質保証）を
有しているかどうかを確認する仕組みをビルトイン
することによって、認証評価を受審したものとみな
すことを検討する。【法律事項】
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特定研究大学（仮称）に係る規制緩和の方向性

１．国公私共通の規制緩和事項
（１）認証評価の特例

（参考）世界と伍する研究大学の在り方について（中間とりまとめ）（抜粋）
Ⅴ．世界と伍する研究大学実現に向けた制度改正等
１．新たな大学制度（特定研究大学制度（仮称））の構築
○・・・例えば教育組織の新設改廃や定員設定についての国の関与や認証評価等の評価との関係について整理を進める。

大学は、当該大学の教育研究等の総合的な
状況について、政令で定める期間ごとに文部科
学大臣の認証を受けた認証評価機関による評
価を受ける必要がある。

特定研究大学（仮称）現行制度

（留意事項）

• 大学の質保証の観点からは認証評価で確認されている内容
が特定研究大学の指定及び評価の際に確認される仕組みと
なるよう留意が必要。
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１．国公私共通の規制緩和事項
（２）教育組織の新設改廃や定員設定についての国の関与や評価との関係

（参考）世界と伍する研究大学の在り方について（中間とりまとめ）（抜粋）
Ⅴ．世界と伍する研究大学実現に向けた制度改正等
１．新たな大学制度（特定研究大学制度（仮称））の構築
○・・・例えば教育組織の新設改廃や定員設定についての国の関与や認証評価等の評価との関係について整理を進める。

特定研究大学（仮称）現行制度
（１）の認証評価の特例の議論と合わせて、大学院にお
ける定員の取扱いについて検討する。

国立大学法人評価における、大学院における定員の取扱
いについて特定研究大学（仮称）設置法人の法人評価
の議論と合わせて検討する。

（教育組織の新設改廃）
大学の学部及び大学院の研究科等の設置等については文部
科学大臣の認可を受けるものとされている
ただし、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴
わない場合については届出もしくは届出相当の手続きで可能

（定員設定）
収容定員について、学部においては私立の収容定員総数の増
加を伴う場合認可事項となっており、大学院においては、公立・
私立ともに届出にて変更が可能
大学院の定員の超過については、研究科等の設置に際して、
認可の規制が課されるような基準はない（学部の定員の超過
については、収容定員の規模に応じて設定された基準を超過す
ると、認可の規制あり）
ただし、認証評価や国立大学法人評価においては、一部収容
定員充足率が評価の観点として取り入れられている

特定研究大学（仮称）に係る規制緩和の方向性

（留意事項）

• 大学院における定員の取扱いは、各大学自らの手で教育研究
組織の適切な運営が行われていること、大学全体として自ら
学位の質を担保する内部質保証が機能していること、必要な
研究指導教員等が確保できていることが担保される必要があ
ることに留意する

• 学位の分野や種類の変更を伴う設置や学部の収容定員変更に関す
る手続きの改善、定員超過に伴う認可制限の在り方の見直しについ
ては、特定研究大学に限らず、中央教育審議会大学分科会におい
て検討されているところ。



今後継続的な事業成長が見込まれる特定研究大学
（仮称）については、中期目標期間を超える繰越承認の
手続きを簡素化した基金（仮称）を設けるなど、中期目
標期間を超えて長期にわたって運用することが可能な制度
を検討する。【法律事項】
また、その制度の導入に当たり、必要な会計制度の整備
を検討する。【省令事項】
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２．国立大学における規制緩和事項
（１）基金への積み立てを可能とする仕組みの創設

（参考）世界と伍する研究大学の在り方について（中間とりまとめ）（抜粋）
〇 また、国公立大学法人については高度な自律性や自主裁量を発揮する上での法制上の制約も存在し、例えば、以下の方向性で検討する
ことが必要である。また、法令によらない通知等で実質的な規制が課されているとの指摘もあり、その見直しも同時に必要である。
・基金への積立を可能とする仕組みの創設（既存の積立金制度との関係整理含む）
・基金制度導入を踏まえた会計制度の在り方
（略）

寄附金や、特許料収入等などの自己収入から生じた利益
について、中期目標期間を超えて繰越すためには、目的
積立金として文部科学大臣の承認が必要。（国大法32
条）
国立大学法人の業務上の余裕金の運用は、原則元本
保証のある金融商品に限定。
文部科学大臣の認定を受けた場合には、一部の元本保
証のない商品による運用も可能。（指定国立大学法人は認
定不要。）この場合、運用の原資は、寄附金、不動産の
貸付等による収益、研究成果の普及・活用の対価、出資
に対する配当金等に限定。（国大法34条の３、施行規則9
条の4）

特定研究大学（仮称）に係る規制緩和の方向性

特定研究大学（仮称）現行制度

※公立大学については、国立大学での議論等を
踏まえて検討する



特定研究大学（仮称）の学部及び大学院であって、
追加的な費用を要する特に高度な教育研究プログラ
ムを提供する場合など、その必要性について対外的に
理解を得ることができる特別の事情がある場合に、授
業料の設定の範囲をより弾力化できるようにすること
を検討する。【省令事項】

（留意事項）
• 授業料水準に係る国の一定の関与が必要とされる
現行の制度趣旨を踏まえてなお、授業料の上限を弾
力化する理由はあるか。

• 経済条件により教育機会に制限がかかる懸念がある
ことについてどう考えるか。
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２．国立大学における規制緩和事項
（２）授業料の設定の柔軟化

国立大学の授業料については、国立大学法人の
自主性・自律性を持たせながらも、教育の機会均
等や計画的な人材養成を実現する観点から、適
正な水準を確保するため、国がその標準的な額を
定めることとしている。
「国立大学等の授業料その他の費用に関する省
令」（費用省令）において、特別の事情があるとき
は、授業料、入学料、検定料について、標準額の
120％までの範囲内で定めることができることとされ
ている。

※ 標準額を超える授業料を設定するのは７大学のみ
（うち2大学は一部専攻）（令和3年度）

（参考）世界と伍する研究大学の在り方について（中間とりまとめ）（抜粋）
〇 また、国公立大学法人については高度な自律性や自主裁量を発揮する上での法制上の制約も存在し、例えば、以下の方向性で検討する
ことが必要である。また、法令によらない通知等で実質的な規制が課されているとの指摘もあり、その見直しも同時に必要である。
（略）
・授業料の設定の柔軟化
（略）

特定研究大学（仮称）に係る規制緩和の方向性

特定研究大学（仮称）現行制度



現在の制度において対象となっている土地・施設等以外で、
投資効果が将来に渡って裨益するようなもので、多額のイ
ニシャルコストが必要となる対象への長期借入や債券の発
行について、大学の具体的なニーズに応じて制度改正を
検討する。【法律・政令・省令事項】

（留意事項）
• 償還期間について、現行制度の上限である40年を超えて
投資の効果が裨益するようなものとしてはどのようなものが
考えられるか。また、その期間は対象ごとにどの程度か。
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２．国立大学における規制緩和事項
（３）長期借入や債券の発行要件の緩和

（参考）世界と伍する研究大学の在り方について（中間とりまとめ）（抜粋）
〇 また、国公立大学法人については高度な自律性や自主裁量を発揮する上での法制上の制約も存在し、例えば、以下の方向性で検討することが必要で
ある。また、法令によらない通知等で実質的な規制が課されているとの指摘もあり、その見直しも同時に必要である。
（略）
・長期借り入れや大学債券の発行における要件の緩和（対象事業の拡大、償還期間の更なる長期化、リファイナンス、償還財源の多様化等）
（略）

長期借入金及び債券発行の対象は、附属病院、施設
移転、宿舎、産学連携施設等に要する土地の取得や施
設の設置等に限定し、償還財源はその土地・施設等によ
る収入を充てることが基本。（国大法第33条）
令和２年の政令改正により、対象事業に先端的な教育
研究の用に供するために行う土地の取得等を追加すると
ともに、償還財源に対して業務上の余裕金を追加。
償還期間については対象ごとに上限を規定（施行規則21
条）（土地：15年、施設：30年、設備：10年、先端
教育研究用地等（令和2年追加）：40年）
債券の借換え（リファイナンス）については、上記の上限
期間を超えない範囲内であれば可能。（施行令第9条）

特定研究大学（仮称）に係る規制緩和の方向性

特定研究大学（仮称）現行制度

※公立大学については、国立大学での議論等を
踏まえて検討する



特定研究大学（仮称）については、例えば文部科学
大臣の認可を不要とし、予め基準を示した上で、届出
制とすることを検討する。【法律事項】
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２．国立大学における規制緩和事項
（４）大学所有資産の活用における認可の緩和

（参考）世界と伍する研究大学の在り方について（中間とりまとめ）（抜粋）
〇 また、国公立大学法人については高度な自律性や自主裁量を発揮する上での法制上の制約も存在し、例えば、以下の方向性で検討す
ることが必要である。また、法令によらない通知等で実質的な規制が課されているとの指摘もあり、その見直しも同時に必要である。
（略）
・大学所有資産の活用における認可の緩和
（略）

当面使用する予定の無い土地・建物について、通常
業務に支障のない範囲であれば、その対価を教育研
究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充て
ることを目的として貸し付けを行うことが可能。貸し付
けに当たっては、文部科学大臣の認可が必要。（国
大法第34条の２）

特定研究大学（仮称）に係る規制緩和の方向性

特定研究大学（仮称）現行制度

※公立大学については、国立大学での議論等を
踏まえて検討する
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２．国立大学における規制緩和事項
（５）資産運用を主目的とする子会社の設置等を可能とする出資対象の拡大

（参考）世界と伍する研究大学の在り方について（中間とりまとめ）（抜粋）
〇 また、国公立大学法人については高度な自律性や自主裁量を発揮する上での法制上の制約も存在し、例えば、以下の方向性で検討する
ことが必要である。また、法令によらない通知等で実質的な規制が課されているとの指摘もあり、その見直しも同時に必要である。
（略）
・資産運用を主目的とする子会社の設置

国立大学法人が出資することが可能な事業者（国大法
22条、34条の5）

① 承認TLO
② 認定ベンチャーキャピタル
③ 民間事業者との共同研究やそのあっせんにより、大学
の研究成果の活用を促進する事業者
④ 研究成果を活用したコンサルティング、研修・講習等を
実施する事業者
⑤ 教育研究施設の管理・利用促進を行う事業者
⑥ 大学発ベンチャー
（※）
④：現在指定国立大学法人のみ。Ｒ４．４～全大学に適用。
⑤：Ｒ４．４～全大学に適用。
⑥：Ｒ４．４～指定国立大学法人に適用。

国立大学が、業務として子会社を設置し、資産運用を
可能とさせる場合には、その業務が市場では代替できず、
民業を圧迫しないものである必要があり、そのようなもの
についてニーズがあれば、制度化を検討する。【法律事
項】
その他の国立大学による出資についても、具体的なニー
ズを踏まえて制度化を検討する。【法律事項】

（留意事項）
• 令和３年のJST法の改正により、国立大学単独での運
用と比べ効果的な運用が見込まれるJSTに寄託金勘
定を設けたばかりである。

• これまで国立大学による出資については、事業としての
成熟性と安定性が見込まれるものを対象としてきている。

特定研究大学（仮称）に係る規制緩和の方向性

特定研究大学（仮称）現行制度

※公立大学については、国立大学での議論等を踏まえて検討する
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【学校教育法第109条】
①大学は、教育研究等の状況について自己点検・評価を行い公表する義務

②大学は、大臣認証を受けた第三者機関（認証評価機関）による評価（認証評価）を受ける義務

※大学の自主性・自律性を尊重する観点から国の関与は謙抑的なものとする制度設計（評価機関の認証・取消、大学評価基準の大枠設定が基本）

大 学

認証評価機関
国が定める大枠（※）に基づき
自ら大学評価基準を定める

文部科学大臣

OK！ OK！ OK！ OK！

不適合の大学

NG× NG×

（※）大学評価基準の大枠（細目省令）
法令適合性
特色ある教育研究の進展に資する項目
①教育研究上の基本組織、②教員組織、
③教育課程、④施設及び設備、⑤事務組
織、⑥三つの方針（卒業認定・学位授与
方針、教育課程編成・実施方針、入学者
受入れ方針）、⑦教育研究活動等の状況
に係る情報の公表、⑧内部質保証（重
点的に評価）、⑨財務、⑩その他

②評価結果の
報告

①認証評価の受審
（大学が機関を選択）

②評価結果の通知

㈠大学の自己点検・評価の分析
実地調査
ステークホルダーへの意見聴

取

評価の種類
機関別評価：大学の教育研
究・組織運営等の総合的な
状況に関する評価（７年以
内ごと）
分野別評価：専門職大学院
等の教育課程・教員組織等
に関する評価（５年以内ご
と）

近年の主な改善事項
～H30.4施行～
大学評価基準の大枠を改善
（三つの方針、内部質保証
を評価対象として追加）
認証評価機関に設置履行状
況等調査（AC）との連携
及びステークホルダーへの
意見聴取を義務づけ
認証評価機関に自己点検・
評価・結果公表の義務づけ

～R2.4施行～
認証評価機関に「適合して
いるか否か」の認定を義務
化
大臣は「不適合」大学に対
して報告等を要求
認証評価機関は、「不適
合」と認定した大学を追評
価する努力義務

③報告又は

資料の要求

（R2.4施行）

②評価結果の公表

社
会

③社会的評価

適合又は不適合
＋

優れた点や改善すべき点

評価結果を踏まえて自ら改善を図る

④報告又は

資料の提出

（R2.4施行）
⑤法令違反等
の場合は段階
的対応

（勧告・変更命
令・廃止命令）
（学校教育法

第15条）

メディア

平成16年度からスタート
現在、機関別認証評価は、
第３サイクル目

12
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独立行政法人評価制度委員会（総務省）

法律の運用に当たっては、大学の教育研究の特性に常に配慮

○中期目標・中
期計画案及び★
について意見

文部科学大臣 国立大学法人評価委員会
(国家行政組織法上の８条機関(「審議会等」)

独立行政法人
大学改革支援・学位授与機構

（いわゆるピア・レビュー機関）

国立大学法人、大学共同利用機関法人

○教育研究評価
の結果を通知

○認証評価の結
果を踏まえた教
育研究面の評価
を要請

○必要があるときは国立大学
法人評価委員会に対し意見

○４年目終了時
評価を通知

○中期目標の
原案(意見)
を提出

○４年目終了時、及び中期目
標期間終了時に教育研究面を
専門的に評価

○中期計画を認可（認
可後に公表）

○中期計画を
作成

○年度計画を
届出・公表

○中期目標期間の業績
を評価

○中期目標期間終了時
における組織・業務
の検討（★）の結果
と講ずる措置の内容
を通知

○通知を受けたときは文部科
学大臣に対し勧告できる（勧
告に基づき講じた措置の報告
も求めることができる）

○中期目標を提示・公
開
（大臣は法人の原案(意
見)に配慮）

国立大学法人及び大学共同利用機関
法人の第３期中期目標期間の業務実
績評価に係る実施要領（抄）

２．実施方法

「教育研究等の質の向上」に係る中
期目標の達成状況を評価するために
必要な評価方法、評価項目、評価基
準、評価の裏付けとする基礎資料の
内容等は、機構が別に定める。

国立大学法人の中期目標・計画、法人評価に係る機関の関係

※令和４年度以降は年度計画及び年度評価を廃止 13



設立団体は法律の運用に当たって、大学の教育研究の特性に常に配慮

○中期目標・

中期計画案に

ついて意見

設立団体
設立団体に置かれた

地方独立行政法人評価委員会
認証評価機関

（いわゆるピア・レビュー機関）

公立大学法人

○法人に総合評価結果を通知・公表

○必要があれば業務運営の改善等の勧告を行う

○教育研究

評価結果を

踏まえる

○中期目標の
意見を提出

○教育研究面を
専門的に評価

○中期計画を認可（認可後に公表）

○中期計画を
作成

○年度計画を
届出・公表

○経営面も含め中期期間の業績を総合評価

（年度評価も）

○中期目標を提示・公表

評価の結果の活用

①各大学自身の改善の指針

②次期中期目標・計画への反映

③運営費交付金の算定への反映

○業務継続の

必要性等について意見

・中期目標の期間は6年間

・設立団体は法人の意見に配慮

・中期目標の記載事項：

①大学の基本的な目標
②教育研究の質の向上
③業務運営の改善・効率化
④財務内容の改善
⑤自己評価・情報発信
⑥その他の重要事項

公立大学法人の中期目標・計画、法人評価に係る機関の関係

14
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○学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

第四条 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項（次条において「設置廃止等」という。）は、それぞれ当該各号に定める者の認可を
受けなければならない。これらの学校のうち、高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）の通常の課程（以下「全日制の課程」という。）、夜間その他特別の時
間又は時期において授業を行う課程（以下「定時制の課程」という。）及び通信による教育を行う課程（以下「通信制の課程」という。）、大学の学部、大学院及び
大学院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同様とする。
一 公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣
二～三 （略）

② 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該
学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
一 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
二 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の廃止
三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項

③ 文部科学大臣は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出
をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

④ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）（指定都市が単独で又は他の市町村と共同して
設立する公立大学法人を含む。）の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該高等学校、
中等教育学校及び特別支援学校を設置する者は、同項の規定により認可を受けなければならないとされている事項を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教
育委員会に届け出なければならない。

⑤ 第二項第一号の学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。

参照条文（学校教育法）
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○学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

第百九条 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備（次項及
び第五項において「教育研究等」という。）の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

② 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者（以下「認証評価機関」と
いう。）による評価（以下「認証評価」という。）を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大
臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。

③ 専門職大学等又は専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学等又は専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学等
又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学等又
は専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じて
いるときは、この限りでない。

④ 前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準（前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。以下この条及び次条において同
じ。）に従つて行うものとする。

⑤ 第二項及び第三項の認証評価においては、それぞれの認証評価の対象たる教育研究等状況（第二項に規定する大学の教育研究等の総合的な状況及び第三項に規定す
る専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況をいう。次項及び第七項において同じ。）が大学評価基準に適合しているか否かの
認定を行うものとする。

⑥ 大学は、教育研究等状況について大学評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定（次項において「適合認定」という。）を受けるよう、その教育研究水準の
向上に努めなければならない。

⑦ 文部科学大臣は、大学が教育研究等状況について適合認定を受けられなかつたときは、当該大学に対し、当該大学の教育研究等状況について、報告又は資料の提出
を求めるものとする。

第百十条 認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申請により、文部科学大臣の認証を受けることができる。
② 文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認証をするものとする。
一 大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
二 認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
三 第四項に規定する措置（同項に規定する通知を除く。）の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
四 認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。）
であること。
五 次条第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。
六 その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

③ 前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。
④ 認証評価機関は、認証評価を行つたときは、遅滞なく、その結果を大学に通知するとともに、文部科学大臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学
大臣に報告しなければならない。

⑤ 認証評価機関は、大学評価基準、評価方法その他文部科学大臣の定める事項を変更しようとするとき、又は認証評価の業務の全部若しくは一部を休止若しくは廃止
しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。

⑥ 文部科学大臣は、認証評価機関の認証をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

参照条文（学校教育法）
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○学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

第百十一条 文部科学大臣は、認証評価の公正かつ適確な実施が確保されないおそれがあると認めるときは、認証評価機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求める
ことができる。

② 文部科学大臣は、認証評価機関が前項の求めに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき、又は前条第二項及び第三項の規定に適合しなくなつ
たと認めるときその他認証評価の公正かつ適確な実施に著しく支障を及ぼす事由があると認めるときは、当該認証評価機関に対してこれを改善すべきことを求め、及
びその求めによつてもなお改善されないときは、その認証を取り消すことができる。

③ 文部科学大臣は、前項の規定により認証評価機関の認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第百十二条 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第九十四条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
一 認証評価機関の認証をするとき。
二 第百十条第三項の細目を定めるとき。
三 認証評価機関の認証を取り消すとき。

参照条文（学校教育法）
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○学校教育法施行令（昭和二十二年法律第二十六号）

（法第四条第一項の政令で定める事項）
第二十三条 法第四条第一項（法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。）の政令で定める事項（法第四条の二に規定する幼稚園に係るものを除く。）は、
次のとおりとする。
一～五（略）
六 私立の大学の学部の学科の設置
七（略）
八 大学の大学院の研究科の専攻の設置及び当該専攻に係る課程（法第百四条第三項に規定する課程をいう。次条第一項第一号ハにおいて同じ。）の変更
九～十二（略）
十三 私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は法第百八条第二項の大学の学科の収容定員に係る学則の変更

（法第四条第二項第三号の政令で定める事項）
第二十三条の二 法第四条第二項第三号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一 大学に係る次に掲げる設置又は変更であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
イ 私立の大学の学部の学科の設置
ロ 専門職大学の課程の変更（前期課程及び後期課程の修業年限の区分の変更（当該区分の廃止を除く。）を伴うものを除く。）
ハ 大学の大学院の研究科の専攻の設置又は当該専攻に係る課程の変更

二～三（略）
四 私立の大学の学部又は法第百八条第二項の大学の学科の収容定員（通信教育及び文部科学大臣の定める分野に係るものを除く。）に係る学則の変更であつて、当
該収容定員の総数の増加を伴わないもの
五（略）
六 私立の大学の大学院の研究科の収容定員（通信教育及び文部科学大臣の定める分野に係るものを除く。）に係る学則の変更
七～八（略）

２ 私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの
３ 前項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、中央教育審議会に諮問しなければならない。

（認証評価の期間）
第四十条 法第百九条第二項（法第百二十三条において準用する場合を含む。）の政令で定める期間は七年以内、法第百九条第三項の政令で定める期間は五年以内とす
る。

参照条文（学校教育法施行令）
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○学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令（平成十六年文部科学省令第七号）

（法第百十条第二項各号を適用するに際して必要な細目）
第一条 学校教育法（以下「法」という。）第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 大学評価基準が、法及び学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）並びに大学（専門職大学及び短期大学並びに大学院を除く。）に係るものにあっ
ては大学設置基準（昭和三十一年文部省令第二十八号）及び大学通信教育設置基準（昭和五十六年文部省令第三十三号）に、専門職大学（大学院を除く。）に係る
ものにあっては専門職大学設置基準（平成二十九年文部科学省令第三十三号）に、大学院に係るものにあっては大学院設置基準（昭和四十九年文部省令第二十八
号）及び専門職大学院設置基準（平成十五年文部科学省令第十六号）に、短期大学（専門職短期大学を除く。）に係るものにあっては短期大学設置基準（昭和五十
年文部省令第二十一号）及び短期大学通信教育設置基準（昭和五十七年文部省令第三号）に、専門職短期大学に係るものにあっては専門職短期大学設置基準（平成
二十九年文部科学省令第三十四号）に、それぞれ適合していること。

二 大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。
三 大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。
四 評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析、大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。
五 法第百九条第六項に規定する適合認定を受けられなかった大学その他の認証評価の結果において改善が必要とされる事項を指摘された大学の教育研究活動等の状

況（改善が必要とされた事項に限る。）について、当該大学の求めに応じ、再度評価を行うよう努めることとしていること。

２ 前項に定めるもののほか、法第百九条第二項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第
二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。

一 大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。
イ 教育研究上の基本となる組織に関すること。
ロ 教員組織に関すること。
ハ 教育課程に関すること。
ニ 施設及び設備に関すること。
ホ 事務組織に関すること。
ヘ 卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針に関すること。
ト 教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関すること。
チ 教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること。
リ 財務に関すること。
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること。

二 前号チに掲げる事項については、重点的に認証評価を行うこととしていること。
三 設置計画履行状況等調査（大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則（平成十八年文部科学省令第十二号）第十四条に規定する調査をい

う。）の結果を踏まえた大学の教育研究活動等の是正又は改善に関する文部科学大臣の意見に対して講じた措置を把握することとしていること。
四 評価方法に、高等学校、地方公共団体、民間企業その他の関係者からの意見聴取が含まれていること。

参照条文（学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令）
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○国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）

（業務の範囲等）
第二十二条 国立大学法人は、次の業務を行う。
一 国立大学を設置し、これを運営すること。
二 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
三 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
四 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
五 当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
六 当該国立大学法人から委託を受けて、当該国立大学法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤（科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法
律（平成二十年法律第六十三号）第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。以下この号及び第二十九条第一項第五号において同じ。）の管理及び当該施設、設備
又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。
七 当該国立大学における研究の成果を活用する事業（第三十四条の五第一項に規定する事業を除く。）であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行う
こと。
八 当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資（次号に該当するものを除く。）を行
うこと。
九 産業競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号）第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
十 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

２ 国立大学法人は、前項第六号から第八号までに掲げる業務及び同項第九号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受け
なければならない。

３ 国立大学及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

（積立金の処分）
第三十二条 国立大学法人等は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る準用通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定によ
る積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る第三十一条第一項の認可
を受けた中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第二十二条第一
項又は第二十九条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。

２ 国立大学法人等は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納
付しなければならない。

３ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

（長期借入金及び債券）
第三十三条 国立大学法人等は、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借
入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する債券（以下「債券」という。）を発行することができる。

２ 前項に規定するもののほか、国立大学法人等は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又
は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

３ 前二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発行した国立大学法人等の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
４ 前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
５ 国立大学法人等は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
６ 会社法（平成十七年法律第八十六号）第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
７ 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。

参照条文（国立大学法人法）※令和4年4月１日時点
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○国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）

（土地等の貸付け）
第三十四条の二 国立大学法人等は、第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該国立大学法人等の教育研究
水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、当該国立大学法人等の所有に属する土地等であって、当該業務のために現に
使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。

（余裕金の運用の認定）
第三十四条の三 国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、文部科学大臣の認定を受けることができる。
一 次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
二 次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに足りる知識及び経験を有するものであること。

２ 前項の認定を受けた国立大学法人等は、準用通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金（当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資
とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る。）の運用を行うことができる。
一 金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）に規定する有価証券であって政令で定めるもの（株式を除く。）の売買
二 預金又は貯金（文部科学大臣が適当と認めて指定したものに限る。）
三 信託会社（信託業法（平成十六年法律第百五十四号）第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。）又は信託業務を営む金融機関への金銭信託。た
だし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
イ 前二号に掲げる方法
ロ 金融商品取引業者（金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。）との投資一任契約（同条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約を
いう。）であって政令で定めるものの締結

３ 文部科学大臣は、第一項の規定による認定をした後において、当該認定を受けた国立大学法人等が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、遅滞な
く、その認定を取り消さなければならない。

（研究成果を活用する事業者への出資）
第三十四条の五 指定国立大学法人は、第二十二条第一項各号に掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発
し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に対し、出資を行うことができる。

２ 指定国立大学法人は、前項に規定する業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
３ 指定国立大学法人が第一項に規定する業務を行う場合における当該指定国立大学法人に関する第三十二条第一項及び第三十四条の二の規定の適用については、これ
らの規定中「又は第二十九条第一項」とあるのは、「及び第三十四条の五第一項」とする。
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○国立大学法人法施行令（平成十五年政令第四百七十八号）

（土地の取得等）
第八条 法第三十三条第一項の政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置（以下「土地の取得等」という。）は、次に掲げるものとする。
一 国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等
二 国立大学法人等の施設の移転のために行う土地の取得等
三 次に掲げる土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券（法第三十三
条第一項に規定する債券をいう。以下この条において同じ。）を償還することができる見込みがあるもの
イ 学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等
ロ 当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等
ハ 当該国立大学に附属して設置される飼育動物診療施設（獣医療法（平成四年法律第四十六号）第二条第二項に規定する診療施設をいう。）の用に供するために
行う土地の取得等

四 前三号に掲げるもののほか、国立大学又は大学共同利用機関における先端的な教育研究の用に供するために行う土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備
を用いて行われる業務に係る収入及び当該国立大学又は大学共同利用機関を設置する国立大学法人等の法第三十四条の三第二項に規定する業務上の余裕金をもって
当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券を償還することができる見込みがあるもの

五 前各号に掲げるもののほか、国立大学法人等の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して
取得することが、段階的な取得（毎年度、国から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地の全てを取得するまでの間、当
該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地の全てを取得する行為をいう。）を行う場合に比して相当程度有利と文
部科学大臣が認めるもの

（借換えの対象となる長期借入金又は債券等）
第九条 法第三十三条第二項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により土地の取得等に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行し
た債券（同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。）とし、同条第二項ただし書の政令
で定める期間は、次条の文部科学省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

（長期借入金又は債券の償還期間）
第十条 法第三十三条第一項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学
省令で定める期間を超えてはならない。

参照条文（国立大学法人法施行令）
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○国立大学法人法施行規則（平成十五年文部科学省令第五十七号）

（業務上の余裕金の要件）
第九条の四 法第三十四条の三第二項の文部科学省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当すること（これらに該当する余裕金の運用により生ずる利子その他の
運用利益金を原資とする部分であることを含む。）とする。
一 運用を目的とする寄附金又はこれに準ずる寄附金を原資とする部分であること。
二 当該国立大学法人等の所有に属する動産又は不動産の使用又は収益（寄附を受けた動産又は不動産にあっては、使用、収益又は処分）により得られる金銭を原資
とする部分であること。

三 当該国立大学法人等の法第二十二条第一項第五号又は第二十九条第一項第四号に掲げる業務の対価として取得した金銭を原資とする部分であること。
四 当該国立大学法人等の法第二十二条第一項第六号若しくは第七号、第二十九条第一項第五号若しくは第六号又は第三十四条の五第一項（法第三十四条の九第二項
において準用する場合を含む。）に規定する出資に対する配当金を原資とする部分であること。

五 準用通則法第四十七条に規定する運用により生ずる利子その他の運用利益金を原資とする部分であること。

（国立大学法人法施行令第十条に規定する文部科学省令で定める期間）
第二十一条 国立大学法人法施行令第十条に規定する文部科学省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 土地（次号括弧書に規定する土地を除く。） 十五年間
二 施設（その用に供する土地を含む。） 三十年間
三 設備 十年間

２ 前項の規定にかかわらず、国立大学法人法施行令第八条第四号に規定する土地の取得等に係る長期借入金又は債券に係る同令第十条に規定する文部科学省令で定め
る期間は、四十年間とする。

参照条文（国立大学法人法施行規則）
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○国立大学等の授業料その他の費用に関する省令（平成十六年文部科学省令第十六号）

（授業料等の上限額等）
第十条 国立大学法人は、国立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料の年額、入学料又は入学等に係る検定料を定めようとする場合において、特別の事
情があるときは、第二条第一項若しくは第三項、第三条第二項又は第四条の規定にかかわらず、これらに規定する額にそれぞれ百分の百二十を乗じて得た額を超えな
い範囲内において、これらを定めることができる。

参照条文（国立大学等の授業料その他の費用に関する省令）
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○地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）

第二節 地方独立行政法人評価委員会
第十一条 設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、当該設立団体の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会（以下「評価委員会」と
いう。）を置く。

２ 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第八条第四項、第二十五条第三項、第二十八条第四項、第三十条第二項、第四十二条の二第五項、第四十四条第二項、第四十九条第二項（第五十六条第一項にお
いて準用する場合を含む。）、第六十七条第二項、第七十八条第四項、第七十九条の二第二項、第八十七条の八第四項又は第八十七条の十第四項の規定により設立
団体の長に意見を述べること。

二 第七十八条の二第一項の規定により第六十八条第一項に規定する公立大学法人（次号において「公立大学法人」という。）の業務の実績を評価すること。
三 第七十八条の二第四項の規定により公立大学法人に勧告すること。
四 第百八条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。
五 第百十二条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。
六 その他この法律又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
３ 評価委員会は、前項第一号、第四号又は第五号の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。
４ 第二項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、条例で定める。

（業務の範囲）
第二十一条 地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。
一 （略）
二 大学又は大学及び高等専門学校の設置及び管理を行うこと並びに当該大学又は大学及び高等専門学校における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業で
あって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。

三～六 （略）
七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

（料金）
第二十三条 地方独立行政法人は、その業務に関して料金を徴収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長の認可を受けなければならない。これを変
更しようとするときも、同様とする。

２ 設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
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○地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）

（中期目標）
第二十五条 設立団体の長は、三年以上五年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を定め、当該中期
目標を当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該中期目標を変更したときも、同様とする。

２ 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 中期目標の期間（前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間をいう。以下同じ。）
二 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
三 業務運営の改善及び効率化に関する事項
四 財務内容の改善に関する事項
五 その他業務運営に関する重要事項
３ 設立団体の長は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

（中期計画）
第二十六条 地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画
（以下「中期計画」という。）を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。当該中期計画を変更しようとするときも、同様とする。

２ 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画
四 短期借入金の限度額
四の二 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
五 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
六 剰余金の使途
七 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項
３ 設立団体の長は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期
計画を変更すべきことを命ずることができる。

４ 地方独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

（年度計画）
第二十七条 地方独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の中期
計画。以下「認可中期計画」という。）に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画（以下この条及び第二十九条におい
て「年度計画」という。）を定め、当該年度計画を設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。当該年度計画を変更したときも、同様とする。

２ 地方独立行政法人の最初の事業年度の年度計画については、前項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の中期計
画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
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○地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）

（各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等）
第二十八条 地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立
団体の長の評価を受けなければならない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の
実績

三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
２ 地方独立行政法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三
号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに、公表しなければならない。

３ 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当
該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

４ 設立団体の長は、第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価
委員会の意見を聴かなければならない。

５ 設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければ
ならない。

６ 設立団体の長は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ず
ることができる。

（評価の結果の取扱い等）
第二十九条 地方独立行政法人は、前条第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の
反映状況を公表しなければならない。

（中期目標の期間の終了時の検討）
第三十条 設立団体の長は、第二十八条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、
中期目標の期間の終了時までに、当該地方独立行政法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、
業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。

２ 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 設立団体の長は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。（法第四条第一項の政令で定める事項）
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○地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）

（利益及び損失の処理等）
第四十条 地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、
積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

２ 地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰
越欠損金として整理しなければならない。

３ 地方独立行政法人は、毎事業年度、第一項に規定する残余があるときは、設立団体の長の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期
計画の第二十六条第二項第六号の剰余金の使途に充てることができる。

４ 地方独立行政法人は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る第一項又は第二項の規定による整理を行った後、第一項の規定による積立金があるときは、その額に
相当する金額のうち設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る認可中期計画の定めるところにより、当該次の中期目標の
期間における業務の財源に充てることができる。

５ 地方独立行政法人は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を設立団
体に納付しなければならない。

６ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。

（借入金等）
第四十一条 地方独立行政法人は、認可中期計画の第二十六条第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない
事由があるものとして設立団体の長の認可を受けた場合には、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。

２ 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができ
ない金額に限り、設立団体の長の認可を受けて、これを借り換えることができる。

３ 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
４ 地方独立行政法人は、長期借入金及び債券発行をすることができない。ただし、設立団体からの長期借入金については、この限りでない。

（余裕金の運用）
第四十三条 地方独立行政法人は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債、政府保証債（その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。）その他総務省令で定める有価証券の取得
二 銀行その他総務省令で定める金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四十三号）第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。）
への金銭信託

（出資の認可）
第七十七条の三 公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。
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○地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）

（中期目標等の特例）
第七十八条 公立大学法人に関する第二十五条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「三年以上五年以下の期間」とあるのは「六年間」と、同条第
二項第一号中「前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める」とあるのは「前項の」とする。

２ 公立大学法人に係る中期目標においては、前項の規定により読み替えられた第二十五条第二項各号に掲げる事項のほか、教育及び研究並びに組織及び運営の状況に
ついて自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項について定めるものとする。

３ 設立団体の長は、公立大学法人に係る中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該公立大学法人の意見を聴き、当該意見に配慮しなけ
ればならない。

４ 設立団体の長は、公立大学法人に係る中期計画について、第二十六条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
５ 公立大学法人に関する第二十六条第三項の規定の適用については、同項中「事項」とあるのは、「事項及び第七十八条第二項に定める事項」とする。

（各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等の特例）
第七十八条の二 公立大学法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、評価
委員会の評価を受けなければならない。この場合において、第二十八条から第三十条までの規定は、公立大学法人には、適用しない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実
績

三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
２ 公立大学法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に
定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。

３ 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当
該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

４ 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該公立大学法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会
は、必要があると認めるときは、当該公立大学法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。

５ 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項（同項後段の規定による勧告をした場合には、その通知に係る事項及びその
勧告の内容）を設立団体の長に報告するとともに、公表しなければならない。

６ 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければならない。
７ 第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた公立大学法人について準用する。

（認証評価機関の評価の活用）
第七十九条 評価委員会が公立大学法人について前条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第三号
に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うに当たっては、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第百九条第二項に規定する認証評価機
関の教育及び研究の状況についての評価を踏まえることとする。
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○地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）

（中期目標の期間の終了時の検討の特例）
第七十九条の二 設立団体の長は、評価委員会が公立大学法人について第七十八条の二第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間に
おける業務の実績に関する評価を行ったときは、当該公立大学法人に係る中期目標の期間の終了時までに、当該公立大学法人の業務を継続させる必要性、組織の在り
方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。

２ 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 設立団体の長は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等）

（長期借入金及び債券発行の特例）
第七十九条の三 公立大学法人は、第四十一条第四項本文の規定にかかわらず、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充て
るため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は当該公立大学法人の名称を冠する債券（以下この章において「債券」という。）
を発行することができる。

２ 前項に規定するもののほか、公立大学法人は、第四十一条第四項本文の規定にかかわらず、前項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券で政令で
定めるものの償還に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が
政令で定める期間のものに限る。

３ 前二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発行した公立大学法人の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
４ 前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
５ 公立大学法人は、設立団体の長の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
６ 会社法（平成十七年法律第八十六号）第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
７ 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。

（償還計画）
第七十九条の四 前条第一項又は第二項の規定により、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は債券を発行する公立大学法人は、毎事業年度、設立団体以外の者か
らの長期借入金及び債券の償還計画を立てて、設立団体の長の認可を受けなければならない。

（土地等の貸付け）
第七十九条の五 公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務（これに附帯する業務を含む。）の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該公立大学法人の教育
研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、当該公立大学法人の所有に属する土地、建物その他の土地の定着物及び
その建物に附属する工作物であって、当該業務のために、現に使用されておらず、かつ、当面使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。
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○地方独立行政法人法施行令（平成十五年政令第四百八十六号）

（公立大学法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲）
第四条 法第二十一条第二号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（平成十年法律第五十二号）第四条第一項の承認を受けた者（同法第五条第一項
の変更の承認を受けた者を含む。）が実施する同法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業

二 次に掲げる活動により大学又は大学及び高等専門学校（イ及びロにおいて「大学等」という。）における技術に関する研究の成果の実用化を促進する事業
イ 当該大学等が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究等（当該大学等における研究又は当該大学等における技術に関する研究の成果の
普及若しくは実用化をいう。）についての企画及びあっせん

ロ 当該大学等における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究の成果を実用化するため
に必要な研究開発

（土地の取得等の範囲）
第二十三条 法第七十九条の三第一項に規定する政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置（第一号及び第二号において「土地の取得等」とい
う。）は、次に掲げるものとする。
一 公立大学法人（法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この章において同じ。）の施設の移転のために行う土地の取得等であって、当該移転に
伴い不用となる財産の処分による収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券（法第七十九条の三第一項に規定する債券をいう。次号及び第三号にお
いて同じ。）を償還することができる見込みがあるもの

二 次に掲げる土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券を償還するこ
とができる見込みがあるもの
イ 学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等
ロ 公立大学法人及び当該公立大学法人以外の者が連携して行う教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等
ハ 公立大学法人が設置する大学に附属して設置される獣医療法（平成四年法律第四十六号）第二条第二項に規定する診療施設の用に供するために行う土地の取得
等

三 前二号に掲げるもののほか、公立大学法人の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取
得することが、段階的な取得（毎年度、設立団体から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地の全てを取得するまでの間、
当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地の全てを取得する行為をいう。）を行う場合に比して相当程度有利な
土地の取得の基準として総務省令で定める基準に適合するもの

（借換えの対象となる長期借入金又は債券の範囲等）
第二十四条 法第七十九条の三第二項本文に規定する政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により設立団体以外の者からした長期借入金又は発行した
債券（同条第二項の規定により設立団体以外の者からした長期借入金又は発行した債券を含む。次項において「既往の長期借入金等」という。）とする。

２ 法第七十九条の三第二項ただし書に規定する政令で定める期間は、次条に規定する総務省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を
超えない範囲内の期間とする。

（長期借入金又は債券の償還期間）
第二十五条 法第七十九条の三第一項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達
する資金の使途に応じて総務省令で定める期間を超えてはならない。
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○地方独立行政法人法施行令（平成十五年政令第四百八十六号）

（公立大学法人債券の形式）
第二十六条 法第七十九条の三第一項又は第二項の規定による債券（以下この章において「公立大学法人債券」という。）は、無記名利札付きとする。

（公立大学法人債券の発行の方法）
第二十七条 公立大学法人債券の発行は、募集の方法による。

（公立大学法人債券申込証）
第二十八条 公立大学法人債券の募集に応じようとする者は、公立大学法人債券の申込証（以下この条及び第三十条において「公立大学法人債券申込証」という。）に、
その引き受けようとする公立大学法人債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

２ 社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号。以下この章において「社債等振替法」という。）の規定の適用がある公立大学法人債券（次条第二
項において「振替公立大学法人債券」という。）の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該公立大学法人債券の振替を行う
ための口座（同条第二項において「振替口座」という。）を公立大学法人債券申込証に記載しなければならない。

３ 公立大学法人債券申込証は、公立大学法人債券の募集をしようとする公立大学法人が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 公立大学法人債券の名称
二 公立大学法人債券の総額
三 各公立大学法人債券の金額
四 公立大学法人債券の利率
五 公立大学法人債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 公立大学法人債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十 応募額が公立大学法人債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

（公立大学法人債券の引受け）
第二十九条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が公立大学法人債券を引き受ける場合又は公立大学法人債券の募集の委託を受けた会社が自ら公立大学法人債券
を引き受ける場合には、その引き受ける部分については、適用しない。

２ 前項の場合において、振替公立大学法人債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替公立大学法人債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、
振替口座を当該振替公立大学法人債券の募集をした公立大学法人に示さなければならない。

（公立大学法人債券の成立の特則）
第三十条 公立大学法人債券の応募総額が公立大学法人債券の総額に達しないときでも公立大学法人債券を成立させる旨を公立大学法人債券申込証に記載したときは、
その応募総額をもって公立大学法人債券の総額とする。

（公立大学法人債券に係る払込み）
第三十一条 公立大学法人債券の募集が完了したときは、当該公立大学法人債券の募集をした公立大学法人は、遅滞なく、各公立大学法人債券についてその全額の払込
みをさせなければならない。
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○地方独立行政法人法施行令（平成十五年政令第四百八十六号）

（債券の発行）
第三十二条 公立大学法人は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、公立大学法人債券について社債等振替法の規定の適
用があるときは、この限りでない。

２ 各債券には、第二十八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、公立大学法人の理事長がこれに記名押印しなければ
ならない。

（公立大学法人債券原簿）
第三十三条 公立大学法人は、公立大学法人債券を発行したときは、主たる事務所に公立大学法人債券の原簿（次項において「公立大学法人債券原簿」という。）を備
え置かなければならない。

２ 公立大学法人債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 公立大学法人債券の発行の年月日
二 公立大学法人債券の数（社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号）
三 第二十八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項

（利札が欠けている場合における公立大学法人債券の償還）
第三十四条 公立大学法人債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利
札については、この限りでない。

２ 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公立大学法人は、これに応じなければならない。

（設立団体の規則への委任）
第三十五条 第二十三条から前条までに定めるもののほか、法第七十九条の三第一項若しくは第二項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は公立大学法人
債券に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。
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